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国 民 年 金 特 集 号
昭和62年9 月1 日現在

拠 出 年 金被 保険 者数　163, 789 人

拠出年金受給権者数　36, 955人
福 祉 年 金受 給 権 者数　6, 659 人

区民部国民年金課
〒12O 足 立区 中央 本町1 丁目17 番1 号

( 880) 5151 ・5161

国民年金特集

こが も

おなかが も

おお よしきり

おなかがも

こがも

国民年金につ い ての お問 い 合 わ せは
足立区役所 区民部国民年金課(中 央本町庁舎)

中央本町 一 丁目17番1 号

加
入 手続… 適用 係( 2 階2 番窓口)

保険料の免除申請
口 座 振 替

…記録係( 2階1番窓口)
( 880) 5151

年金請求の 手 続 … 給付係( 2階4 番窓口)
保険料の納付相談… 検認係( 2 階3 番窓口)

( 880) 5161

一人で悩むよりお気軽に

毎月第1 水曜日
時間 午前10 時～午 後3 時30分
場所 国民 年金課( 中央本町庁舎2 階)
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考えていますか

老後のことを

Q & A
おたずねします おこたえします

年金制度では3 つの基礎年金の中から
一人一年金を支給します

基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族篳礎
年金の3 番類で、加入者一人ひとり がめいめい自分の年
金として受給できることになります。これにより、サラ
リーマンやその奥さんにも基礎年金が支給されることに
なり ます。

O年をとったら……老齢基礎年金( 年金の受け取りは65威から) O
病気、ケガをして陣害ガのこったとき………障害基礎年金
O万一のことがあったとき遭族の人に‥・・、…遺族基礎年金

国民年金には国民全員が加入します
日本l 内に生む20 瘋以上60 瘋未満の人は、すべてS 民年金に加

入するこ とになり ます。

あなたはど れにあてはまり ますか。

O第1 号披保険者…… …自営業者とその配偶者・サラリーマンの妻で自堂業を営む人。

0第2 号被保険者…… …厚生年金保険及び共済組合の加入者( ただし本人の手続きは不要) 0

第3 号披保険者…… … l 生年金保険・共済組合加入者の披扶養配興者( 専業主蜴)

O任 意 加 入 者…… … ●日本に住所のある20朧以上60畿未満の学生及び老齢( 退職) 年

金の受給権者。

・ 日本に住所のある60 鑞以上65 瘋未満の人。

● 20歳以上65 瘋未満の在外邦人。

遺
族基礎年金について教えて 下

さ い

Q 鍬 問 燉 即; 4

す友 パ,私心・死亡した) 蜃祠

昌
弖Ei p

A
そ の1 洳 り で ↑ j 国 民 年 金 の

加 入 期 飼 の3 分 の2 以 上 保 険 科

を 納 め て い る Å{ 昭 和71 年3 月

ま で は 死 亡 日 前 の1 年 間 に 保 険

料 の 滞 納 が な い 人 も 含 む} 、 ま た

は 老 齢 基 礎 年 全 を 受l 夕 る 資 格 の

あ る 人 が 死 亡 し た と き 、 そ の 人

| 二 よ っ て 生 計 を 維 持 し て い た18

歳 未 満 の 子( 障 令l 級 、2 緞 の

f・ の 鳩 合20 歳 未 満) の あ る 妻 と　R

二 遺 族 基 礎 年 金 が 支 給 さ れ まt

遺 族 基 礎 年 金 の 年 金 額 は
、

妻

の 分 と し て626, 500111 、 そ れ に 了 が
、1

人11
、2

人 目 の と き は 各187, 900

川
、3

人 日 以 降 のf に そ れ ぞ れ

62, 70011j の 額 が 加 算 さ れ ま す 。

{ あ な た の 場 合 は 、| 、065, 0( i l l ) )

65歳 前でも年金が
受けられま す

Q 私は国民年金に制度発足当時

から加入し、60歳まですぺての
期間保険科を完納しました。

年金を60歳から受けたいと思っ
ていますが、受けられるでしょ

うか。～

A 老齢基礎年 金の支給1川始年齢

は、j gi UI Iとして65 歳で す。しか

し、・戈給資 格を満た してい る人

は。60 遣口1 乙65歳末満 の希甲す

るときかl ' j 老齢基礎 年金を練 り11111

てうけることがで・きます。

また、 一度繰り[ げ 支給を うl j

ると。 一牛減額さ れた年 金を

受u るこ とにな ります。 そして、

老齢呼 生年 余受給 者は65 歳 まで

支給停||・。となるこ とや。障害 基

礎 年金を・汨j ら れないこ ともあ

りますので・注憲し てj l‘ i求 し てく

だ さい。

65歳になったら年
金の請求を

Q 私は昭和2 年101115 日生 まれ

で 、もうすぐ60 歳| 二な ります。

国 民年金には昭 和36 年 の発足時

よ り加入1 、 保険 料を完 納し て

い ます。 老齢 基礎年 金はいっか1
・jどのくらい もらえ るの でしょ

うか。

A 老齢基礎 年金は、j ¥j 奐料を納め

た月数と保碵 料の免除を受けた月

歓などを合 わせて25年以L ある人

{ただし 昭 和5 年4 月11} 以l i ; j

に 牛まれた人は人| のように期I I l j

が 知齠 されますJ に原川として65

歳から支給さ れます。

あなたの場合は。27 年問加人L

ていますので、22 年の鮫低必 要な

期間を満 たし老齢基礎年食が受l 夕

られます。 また加人I・f能年数4 人11)

をすべて保険 料を納めていま

すので年金額は満額の626, 500 円

に なります。

保丿奐料未納期圜があ る場合算は。

次の式で計算した釦l 二なります。

保険料駒芍満目取× 保険料免除月数x

6
j 2a' j ? ｽﾞﾑ; 　 加入可能年默× 12( 百)

60歳以上の人も65
歳 ま で 任 意 加 入 で

きます

Q 私は。昭a5 年10J 1111生ま
れの自営業?r 、5?1; l l二なりま
す。60歳まて2 年L か納f , l期間

がありませ人25 年ないと年金
はもらえな1 二聞きましたが。
もらえるよう 二なるゐ'法はない
でL ようか。

A 老齢基礎11 冫を・茫U る|こは 。25

年の資 橘I U が必 要で'す。

( 昭和5 年4J 1Ei J - Ui n に生 ま

れた 人は表|) ように朗間 が短

縮さ れます。)

あな たの41 、60 歳か ら任意

加 人し て不J l j j 川 の3 年川 保険

料を納 めねgJ - i 奎を もt・、
えるよ

うl 二な りま1

この よう1: j 金・泛給責 格期尚

を満た すこと 。・で きない 人も任

魚加入し て11 夕を・21らj れるよ

うにな りま1

また、 加メj 能年数{ 表I I }

に足 りないj , i 化意力』|入し て満

額の年全を1 ・ることもできます。

( 表I ) 〔表I I 〕

サラリーマンの奥
さんは第3 号被保
険者です

Q 私は サ ラリーマンの妻 ですが、

届l l l をす ると自分で保険 科を納

めな くても
つ
将 来午金が もらえ

る と聞 きj し たが、夫の 給科ヵ・

ら、私 の分の保険 秤も差し引 か

れるので すか。

A 大の給料から奥さんの保険料 が

差し引かれることはありませ人。

人がj '厚生 年金・ 共済糾介の 加

入者で、その 人から扶 養{ 専業主

婦} さ れている方は、 保険料を

納 める必 要のない 加入者{ 第3

・i j・被 保険 扣 として
、 老齢基礎

年 金などを受l j ることがで きます。

ただ し 第3S; ・被保険 占にあ

ては まる 人は炙|; I・|・Iが必 要で・す。

l 訝|161年4j l の時点で。 第3

り・被 保険 占の責 格があ る人で・J I I ;

出を していない 人は、昭和63 年7

月 まで| 二J I I ;出 がない と昭 和61

年411 までさかの ぽって資 格が

得ら れませんので柚 出はおI I I・めl

二!

◎ 届出方法

「よI MC」 に必 要麥項をこ・、l

人の うぇ、ごi E 人の勤め 旡で

確 認を受 け、本 人の国民年 金

手帳 も添 付して区 役所 国民年

全 課又はI X 民 事務所 の窓卩gこ

提出して くだ さい。

他の公的年金( 厚
生年金など) から
の変更手続きを

Q 26歳の独身男性です。昭和62
年9 月30日付で会社( 厚生年金)
を辞めたのですが、手続きは必
要でしょうか?

A |メ:役所で 厚生年 金から国民 年

金へ 切り換 える1・絞 きをし て下

さい。

届出後納 付j l・をお 送りし ます。

又、厚乍年 金等に加 入した時 も。

国 民年金をや めるf 続きが必 要

で す。

このよ うに 、年金 制度は届出

制 ですか ら加人してい る状 況が

変 わり た時に はすべ て変吏のf 一

続 きが必要 となります。

◎ 持 参する もの

・11jヵ・ん

・国 民年金I 帳{ 過去 に加人

したこ とのあ る 人}

・片乍 年金f ・帳{ 厚生1ミ年全の

i eりー番り・。入退 朴。の111j l l l 　　

の メモ で も結構 です。}

・健腰 保険 、証

◎届出 先

・国民 年金課父 はI x 民 事務所

〓
〓〓 〓〓る

ま 〓
い

」

Q 私 は45 聿の男 性です。20 歳ヵ・!

I
・|

ら・国民年 金4 二加入し ています。・j 25

年以上 あ れば 年金が もらえ る爿

と聞 きましたの で、いっ たんや

め たいと思 うの ですが… … ? 、j

A
やめ ることはで きません。

国民年 金は若い 歐代 と老齢の

斷代{ 年 金受 給 者} の社会的 な

勣11 あいの しく みで なりたっ て

います。 そのた めl二、20 歳か ら60a

までの 間は、 他の公的年 金

利 度( 厚乍 年金 な白 に加入 し

ていない 人は必ず 加入しなl j れ

ぱなり ませ ん。{ ただし。任意j・|

象 者をの ぞく。} 40 年納め て65

歳l 二なり てから満額 の年金{ 62

年度価格626, 500111} を受u とる

ことにな ります。( ただし、s16. 4. 1

以i i l l l二牛 まれた人は知(縮

措 麗があ ります。)
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保険料のお支払いは　口座振替で
引き落しは『毎月払い』

です。『年1 回払い
』
もあります。

こんなに便利です。

○ 納期ご とに納めに出向 く手間がはぶけます。

○ 納 め忘れがありません。
○ 毎 月払いは翌月の15日に引落とされます。
年1 回払いは毎年4 月15日に割引料金で1 年 分が引落しされます。

申し込み手続きは

○ あ なた( または配偶者・世帯主) の預金口座のある金融機関の

窓口で申し込み用紙に必要事項を記入して提出して下さい。
なお、次のものが必要です。

①預金通帳 ②通帳使用印 ③国民年金手帳または年金番号の
わかるもの。

※ この 口座振 替は郵便局では取 り扱 つてお りません。

国民年金保険料
特別区民税・都民税

国民健康保険料

の納付は
便利な口座振替で

1. 国民年金……国民年金課配録係　Tel 880- 5151

2. 特別区民税・都民税……納税課整理係　Tel 880- 5101

3. 国民健康保険……国民健康保険課収納係　Tel 880- 5131

( い ずれも足立区役所中央本町庁舎)

老齢福祉年金

○ 支給の要件… … … ( 1)拠出年金に加入できなかった明治44. 4. 1

以 前生まれの人に70歳から支給

( 2)大正5. 4. 1 までに生まれた人が、一定期

間保険料を納付し、70歳になったときに支給

○年 金の額… … … … … … … … … … …… 328, 800 円{ l j i r 127, 400円)

所 得による一部支給停止者… … …… 289, 200 円Uj 釦24, 10011D

福祉 年金は令額国庫負担により支払 われるため、所得制限と

公的年金受給による制限があります。

次の1 、2 に該屶する場合は支給が停止されます。

1. 所得制限限度額

○ 昭 和62年 度の所得 によ る制 限( 昭 和61 年中の所 得金額)

2. 本人が公的年金を受けているとき
○公的年金受給による制限

厚生年金のことは足立社会保険事務所

所 在 地 〒120 足立区綾瀬2 丁目17番9 号　電話( 604) 0111
社仝保険事務所では、厚生年金及び国民年金について社会
保険庁とのオンラインシステムにより個別・具体的な年金相

談に応じています。
相談内容 ○ 厚生 年金保険の加入期間お よび年 金見込額

○ 現 在年金を受け てい る方の 記録および支払額

相談時間 午 前9 時15分～午後4 時30分( 土曜日はI I : 30 まで)

土曜 日は待ち時間が長 くな りますので 、なるべ く平 日をご利

用ください。

相談は、ご 本人が直接年金手帳や年 金証 書を持 って、社会保険 事務 所

へおいで くだ さい。 しかし、やむを得 ない 事情 により代理の方がおいで

にな るときは、 本人の署名押印 入りの依頼状 をお持 ち ください。

国民年金保険料を納められない方へ
収入が少なく保険料を納めることが困難なとき保険料の免除申請
をすることができます。
免除が承認されます と

○ 免除された期間は、受給に必要な期間に計算されます。
○ 免除された期間の年金額1よ凶 二なります。
○ 免除された期闘の保険料は1睥 以内に納付することがで
きます。

手続き方法

国民年金課又は区民事務所へ国民年金手帳、印かんをご持参ください。

社会保険街頭相談
今月は「国民年金制度推進月間」です。
国民年金や厚生年金保険など社会保険制度全般について知りたい
方のために街頭相談を行います。

◎ 10 月21日(水) 　北 千住駅西口
◎ 10 月22日(木) 　竹の塚駅東口
時間　 いずれも10時～4 時

共催 足 立 社 会 保 険 事 務 所
東 京社 会 保 険 協 会 足 立 支 部
足 立 社 会 保 険 委 員 会
足 立 区


